
第
四
十
四
条
の
三

　

（略
）

２
～
４
　

（略
）

５
　
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
老
齢
厚
生
年
金
の
支
給
繰
下
げ
の
申
出
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
者
が
、
そ
の
受
給
権
を
取
得
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経

過
し
た
日
後
に
当
該
老
齢
厚
生
年
金
を
請
求
し
、
か
つ
、
当
該
請
求
の
際
に

同
項
の
申
出
を
し
な
い
と
き
は
、
当
該
請
求
を
し
た
日
の
五
年
前
の
日
に
同

項
の
申
出
が
あ

つ
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
そ
の
者
が
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　

（略
）

二
　
当
該
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
を
取
得
し
た
日
か
ら
当
該
請
求
を
し
た

日
の
五
年
前
の
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
他
の
年
金
た
る
給
付
の
受
給
権
者

と
な

つ
た
と
き
。

（支
給
停
止
）

第
四
十
六
条

　

（略
）

２

　

（略
）

３
　
第

一
項
の
支
給
停
止
調
整
額
は
、
六
十
二
万
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
六
十

二
万
円
に
令
和
七
年
度
以
後
の
各
年
度
の
物
価
変
動
率
に
第
四
十
二
条
の
二

第

一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
率
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額

（そ
の
額
に
五
千
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、

五
千
円
以
上

一
万
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を

一
万
円
に
切

り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
六
十
二
万
円

（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
支
給
停
止
調
整
額
の
改
定
の
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
た

と
き
は
、
直
近
の
当
該
措
置
に
よ
り
改
定
し
た
額
）
を
超
え
、
又
は
下
る
に

至

つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
の
四
月
以
後
の
支
給
停
止
調
整
額
を

当
該
乗
じ
て
得
た
額
に
改
定
す
る
。

４
～
６
　

（略
）

（受
給
権
者
）

第
五
十
人
条
　
遺
族
厚
生
年
金
は
、
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ

つ
た
者
が

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
、
そ
の
者
の
遺
族
に
支
給
す
る

第
四
十
四
条
の
三

　

（略
）

２
～
４

　

（略
）

５
　
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
老
齢
厚
生
年
金
の
支
給
繰
下
げ
の
申
出
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
者
が
、
そ
の
受
給
権
を
取
得
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経

過
し
た
日
後
に
当
該
老
齢
厚
生
年
金
を
請
求
し
、
か
つ
、
当
該
請
求
の
際
に

同
項
の
申
出
を
し
な
い
と
き
は
、
当
該
請
求
を
し
た
日
の
五
年
前
の
日
に
同

項
の
申
出
が
あ

つ
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
そ
の
者
が
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　

（略
）

二
　
当
該
請
求
を
し
た
日
の
五
年
前
の
日
以
前
に
他
の
年
金
た
る
給
付
の
受

給
権
者
で
あ

つ
た
と
き
。

（支
給
停
止
）

第
四
十
六
条

　

（略
）

２

　

（略
）

３
　
第

一
項
の
支
給
停
止
調
整
額
は
、
四
十
人
万
円
と

人
万
円
に
平
成
十
七
年
度
以
後
の
各
年
度
の
物
価
変
動
率
に
第
四
十
二
条
の

二
第

一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
率
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た

額

（そ
の
額
に
五
千
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て

、
五
千
円
以
上

一
万
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を

一
万
円
に

切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
四

ｔ

、

一
フ

′
ノ

「
ノ

円

（こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
支
給
停
止
調
整
額
の
改
定
の
措
置
が
講
ぜ
ら
れ

た
と
き
は
、
直
近
の
当
該
措
置
に
よ
り
改
定
し
た
額
）
を
超
え
、
又
は
下
る

に
至
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
の
四
月
以
後
の
支
給
停
止
調
整
額

を
当
該
乗
じ
て
得
た
額
に
改
定
す
る
。

４
～
６

　

（略
）

（受
給
権
者
）

第
五
十
人
条
　
遺
族
厚
生
年
金
は
、
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ

つ
た
者
が

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
、
そ
の
者
の
遺
族
に
支
給
す
る

す
る
。
た
だ
し
、
四
十
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